
2025（R7)年11月 1日
単位 料金（含消費税10%) 備　　　考

個別登録料金

正会員
41,000円/名

（20,500円/30歳未満半
額）

4,5,6月の入会者は41,000円、
7月以降の入会者は１ヶ月につき4,100円づつ減
額する。（30歳未満の方（4/1時点)､20,500円）

学　生* 13,500/名

学生団体は2年生より適用し上記と同様に1ヶ月
につき1,350円づつ減額する。大学1年生以下に
は適用しない。

社会人   2,200円/名
学　生* 　1,150円/名

その他大会等催事については個別に対応いたします。

機体およびウインチ登録料金
滑空機 31,500円/機
動力滑空機 31,500円/機
曳航機 52,500円/機
ウインチ 10,500円/台

非登録機体および非登録ウインチの施設（滑走路等）利用料金
滑空機 5,500円/機

動力滑空機 5,500円/機

曳航機 11,000円/機
ウインチ 5,500円/台

着陸料

滑空機（WT） 150円/回

動力滑空機
飛行機

登録機基本駐機料金（格納庫外に駐機の場合）
滑空機 19,400円/機
動力滑空機 20,000円/機
曳航機 23,200円/機
ウインチ 8,500円/台

滑空機 920円/機
動力滑空機 1,020円/機
曳航機 2,150円/機
ウインチ 550円/台

登録機の格納庫利用時加算料金（曳航機を除いて、トレーラ収納・機体分解タタミ状態）
滑空機 3,160円/機
動力滑空機 3,160円/機
曳航機 26,300円/機
滑空機 310円/機
動力滑空機 310円/機
曳航機 １,130円/機

非登録機駐機料金（格納庫外に駐機の場合）
滑空機    1,100円/機
動力滑空機    1,320円/機
曳航機    2,750円/機
ウインチ    1,100円/機

裏面にも記載あり。
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区　　　分

登録者 年

ビジター
日 年4日まで

スポット的な学生合宿の指導者・教官については年間の日数制限を適用しない(後注）

月
１団体で５機以上駐機の場合は別途協議のうえ
対応します。年額一括払いの場合１ヶ月分割引

年

日
耐空検査の場合は2,200円とします。
外来機としての１離着陸は、着陸料のみ1,100円
とします。

登録機及び1
日利用料支
払機

1回 自力発航機は動力滑空機とするＴ/Ｇ1回も着陸
1回とする。

510円/回

外来機は、機体の種類によらず、着陸1回1,100円とする。

日

月 年間契約の場合は半額とする

日

日 修理、点検、保管、外来機等
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非登録機の格納庫利用時料金（曳航機を除いて、トレーラ収納・機体分解タタミ状態）

滑空機 　1,320円/機
動力滑空機 　 1,650円/機
曳航機    3,850円/機

駐車料
トレーラー 6,320円/台 空トレーラーの場合
トラック２ｔ 6,320円/台
トラック４ｔ 8,450円/台
索引車 4,280円/台
機材車 4,280円/台
普通車 4,280円/台
マイクロバス 10,500円/台

利用料
社会人 1,020円/名
学生＊ ８20円/名
ビジター 1,230円/名

1,530円/名 定員２名

貸出料金
２時間 1,020円
午前 1,530円
午後半日 2,040円
1日 3,060円

秤（計測用） １機 （右注）5,100円
滑走路占用

曳航料負担金
2000ｆtまで 6,200円
2500ftまで 6,900円
3000ftまで 7,600円
3500ｆtまで 8,300円
教証曳航 7,000円 LowTow降下を含む標準化された曳航方法

フェリー負担金

＊正会員/年会費の30歳未満の半額割引料金(20,500円）は、適用後3年間、又は30歳誕生日までとする。

＊1500ft離脱は、騒音問題で曳航コース及び離脱ポイントの設定が困難なので行なわない事とする。
＊この料金表以外のことについては、別途協議とします。

会議室 会員以外の使用について適用、ただし新秤に関
して会員は1,100円/機

日 修理、点検、保管、外来機等

敷地内屋外
駐車

月

Ａ・Ｂ棟および
5号室を除くＣ
棟

1日
Ｃ棟については、契約団体の会員以外について
適用する。

Ｃ棟（Ｃ－５号室）
その他、大会等にて団体使用時は別途協議とします。

＊上記料金はすべて消費税10%を含んだ金額。

使用期間・使用規模・使用人数等により異なり、別途協議とする。

飛行機曳航
（着陸料込）

通常の曳航でも離脱場所を指定し,指定した離脱場所まで要した飛行時間が通常の曳航時間を超

えた場合、上記表による高度までの曳航料に加え超過分に付　820円/分を支払う事とする。
超過時間は曳航PLTの申告によりFSに「離脱3000ft＋5分」と報告、FSはLOGに3000'(+5)と記入する。

フェリーの為曳航機が関宿を離陸(見做しも含む）してから関宿着陸までの飛行時間に付820円/分とする。

なお他離着陸場の着陸料が必要な場合は被曳航機側の負担とする。
後日の請求書発行により、振り込みあるいは管理事務所に支払いをお願いします。
＊離陸の見做し時刻とは他機の曳航に続き目的地に向かう場合で、曳航PLTが当該フェリーの為に離陸
　したと見做した離陸時刻

＊”学生料金”の学生の範囲については理事会で定める。

＊滑空機及び動力滑空機に関して、格納庫使用時に恒久的に主翼を外してドリーやトレーラー等に載せ
  た状態では最大幅の合計は3.5mを超えないものとする。これを超える場合の追加料金は2機分と
　算定する。
＊関宿に常駐する大学の教官、指導者については、正会員登録して活動していただく。
＊競技会等やスポット的な学生合宿の教官、指導者についても会員になって活動する事を基本とする。
　但し、合宿の期間、年間の合宿頻度を考慮してビジター扱いは理事会で決定する。


